
 

公益財団法人東京都私学財団育英資金貸付事業費補助金交付要綱 
 

                              平 成 １ ７ 年 ５ 月 ３ １ 日 
      １７生文私振第２３６号 

                                生 活 文 化 局 長 決 定 
一部改正平成２７年４月１日 

２６生私振第１５６３号 
一部改正令和元年１２月２日 

３１生私振第１３２０号 
         

第１ 通則 

  公益財団法人東京都私学財団( 以下「財団」という。)が行う育英資金貸付事業に対する補助

金( 以下「補助金」という。) の交付については、東京都育英資金条例（平成１７年東京都条

例第３１号。以下「条例」という。）、東京都育英資金条例施行規則（平成１７年東京都規則第

３４号。以下「規則」という。）及び東京都補助金等交付規則（昭和３７年東京都規則第１４

１号）の定めによるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

第２ 目的 

  この要綱は、条例及び規則に基づき財団が行う育英資金貸付事業に対する補助事業について、

必要な事項を定めることを目的とする。 

 

第３ 補助対象事業等 

  この補助金の交付の対象となる事業は、条例第４条第２項の定めるところにより財団が行う

育英資金貸付事業とし、補助対象経費及び交付額の算定方法は、次に定めるとおりとする。 
補助対象事業 補助対象経費 交付額の算定方法 

育英資金貸付事業 
貸付事業費 

当該年度に必要な貸付原資の総額から当該年度

に財団が収入した返還金の総額（高等学校等奨

学金事業交付金交付要綱（平成１７年４月１日

付日本学生支援機構理事長決定。以下「国交付

要綱」という。）に基づく交付金を原資とする補

助金による貸付金に係る返還金のうち、翌年度

以降の貸付原資として繰り越す額を除く。）及び

前年度繰越金を控除した額。なお、算定後の金

額が０円を下回る場合、交付額は０円とする。 

事務費 
補助対象事業の実施に必要な経費の合算額（人

件費を含み、貸付原資を除く。） 
 
第４ 交付方法 



 

  補助金の交付は、原則として、４半期ごとに、概算払の方法により行う。 

 

第５ 交付申請書の提出 

  財団は、補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書（別記第１号様式）に次の書類

を添付して、知事に提出しなければならない。 

（１）当該年度の事業計画書及び収支予算書 

（２）定款 

（３）印鑑証明書 

（４）前年度の決算書 

（５）その他知事が必要と認める書類 

 

第６ 交付の決定及び通知 

  知事は、第５の規定による交付申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査の上、 

交付の可否を決定し、その決定の内容及び交付の条件を財団に対して通知する。 

２ 知事は、国交付要綱に基づく交付金を収入している場合には、１の規定とは別に、その年度

における当該交付金充当額を財団に対して通知するものとする。 

 

第７ 交付決定の変更 

  財団は、第６の規定による決定後において、申請内容に変更（決定時において確定していた 

事由を除く。）が生じたときは、変更承認申請書（別記第２号様式）を知事に提出しなければ 

ならない。 

２ 知事は、前項の変更承認申請書が提出された場合において、必要に応じ決定の内容を変更す 

ることができる。 

 

第８ 実績報告書の提出 

  財団は、補助対象事業が完了したときは、当該年度の３月３１日までに実績報告書（別記第 

３号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

第９ 補助金の額の確定等 

 知事は、第８の規定による実績報告書が提出されたときは、当該報告書の内容を審査の上、   

その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件 

に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、財団に通知する。 

２ 知事は、財団に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金 

が交付されているときは、期限を付けてその超える部分の補助金の返還を命ずる。 

３ ２の規定に基づく補助金の返還は、知事の指定する納期日までに行わなければならない。 

４ ２の規定により補助金の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期 

日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年１０．９５ パ－セントの割 

合で計算した延滞金(１００円未満の場合を除く｡)を納付しなければならない。 



 

 

第１０ 特別の事情による交付決定の取消し等 

  知事は、この補助金の交付決定後において、やむを得ないと認められる特別の事情が生じた 

ときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付決定の内容若しくはこれに付けた 

条件を変更することができる。 

２ 知事は、１の規定に基づく交付決定の取り消しをした場合において、既に当該取消しに係る 

部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付けて当該補助金の全部又は一部の返還 

を命ずる。 

３ １及び２の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後にも適用 

があるものとする。 

４ ２の規定に基づく補助金の返還については、第９の３及び４の規定を準用する。 

 

第１１  交付決定の取消し 

  知事は、財団が次の各号のいずれかに該当した場合は、第６による決定の全部又は一部を取 

り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）法令の規定又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。 

（３）この補助金の交付決定の内容又はこれに付けた条件に違反したとき。 

２ 知事は、１の規定に基づく交付決定の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部 

分に対する補助金が交付されているときは、期限を付けて当該補助金の全部又は一部の返還を

命ずる。 

３ １及び２の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後にも適用 

があるものとする。 

４ ２の規定に基づく補助金の返還については、第９の３の規定を準用する。  

５ ２の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納 

付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間に 

ついては、既納付額を控除した額）につき、年１０．９５パ－セントの割合で計算した違約加 

算金(１００円未満の場合を除く｡)を納付しなければならない。 

６ ２の規定により補助金の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかったときは、第９ 

の４の規定を準用する。 

 

第１２ 交付の条件 

  補助金の交付の決定に当たっては、条例第１１条第１項から第５項に定めるもののほか、次

に掲げる条件を付けるものとする。 

（１）育英資金の貸与を受けた者（以下「借受者」という。）からの返還金は、その回収を適切

に行うとともに、貸付原資にこれを充てるものとすること。 

（２）補助金は、補助対象事業に要する経費に使用し、他の目的に使用してはならないこと。 

（３）補助対象事業の実施に当たっては、適正な執行を確保するため、履行の確認等に万全を期



 

すること。 

（４）補助対象事業は、会計年度ごとに４月１日から翌年３月３１日までに完了すること。 

（５）財団は、国交付要綱に基づく交付金を原資とする補助金及び当該補助金による貸付金に係

る返還金に残額が生じた場合は、翌年度以降の貸付原資に充当できるものとすること。 

（６）次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ知事の承認を受けること。ただし、ア

及びイに掲げる事項のうち軽微なものについては、報告をもって代えることができる。 

  ア 補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。 

  イ 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。 

  ウ 補助対象事業を中止又は廃止しようとするとき。 

（７）補助対象事業を中止又は廃止することにより、将来に渡り不要となる貸付に充てるべき資

産が、借受者からの返還金の収入により生ずる場合、及び返還金債権により生ずることと

なる場合は、知事が別に定めるところにより、これを東京都に返還すること。 

（８）補助対象事業を縮小したこと等により、前年度繰越金及び借受者からの返還金（国交付要

綱に基づく交付金を原資とする補助金による貸付金に係る返還金のうち、翌年度以降の貸付

原資として繰り越す額を除く。）を貸付原資に充当後、なお残余が生ずる場合には、知事が

別に定めるところにより、その全部又は一部を東京都に返還すること。 

（９）補助対象事業に係る収支額並びに借受者、貸与額及び返還額等を明らかにした帳簿及びこ

れを確認できる書類を備えるとともに、当該帳簿等を会計年度終了後５年間保存すること。

ただし、このうち借受者からの返還金の回収に必要となる帳簿等については、当該借受者か

らの返還金を全額回収した日の属する会計年度終了後５年を経過する日までの間、なお保存

するものとする。 

（１０）（９）の帳簿については、第６の２に基づき通知された交付金に係る借受者、貸与額及

び返還金等を明確に区分すること。 

（１１）知事が東京都職員に、（９）に規定する書類を調査させた場合又は補助対象事業につい

て報告を命じさせた場合は、これに応ずること。 

 

第１３ 申請の撤回 

   補助金の交付の決定に際しては、交付決定の内容又はこれに付けた条件に異議がある場合は、 

当該決定通知の受領の日から１４日以内に申請の撤回をすることができる旨を通知するもの

とする。 

 

第１４ 財産の管理等 
財団は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）

について、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用

を図らなければならない。 
 

第１５ 財産処分の制限 
財団は、取得財産等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省



 

令第１５号）により定められた期間内においては、知事の承認を受けないで補助金の交付の目

的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならな

い。 
 

第１６ 留意事項 

  補助対象事業の実施に当たっては、必要に応じ、東京都と協議すること。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年５月３１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

   附 則  

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則  

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則 
この要綱は、令和元年１２月２日から施行する。 

 


